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  １．許可申請の概要

  (1)　工場の概要
[　]変更前

工 場 又 は

事 業 場 の  　　東ソー株式会社　南陽事業所

名 称

所 在 地  　　山口県周南市開成町４５６０番地

業 種  　　化学工業  、窯業  従業員数

苛性ソーダ、セメント、臭素、塩ビモノマー、ポリエチレン、

主要製品名 クロロプレンゴム、エチレンアミン、ジルコニア、ハイシリカゼオライト、

アニリン、一酸化炭素、ＭＤI

２７－イ ２８基 ３７－タ ６０基

２７－ロ １２基

２７－ヌ ５７基 ４６－イ １基

２７－ル ３基 ４６－ニ １２基

３３－ロ ７基 ４７－ロ １基

特 定 施 設 ３３－ハ ３５基 [３４基] ４７－ハ ８基

（ 番号 ・ 名 ３３－ニ ２０基 [２１基] ４７－ホ ７基

称 ・基 数 ） ３３－リ １６基 ６３の３ ５基

３４－ロ ４基 ７１－４ ２基

３４－ハ ４基

３７－イ ６基 ７４ １基

３７－ロ ２５基

３７－ハ ７基 （　）はダイオキシン類対策特別措置法の特定施設

排 水量 及 び

負 荷 量

の 増 減

 活性汚泥処理施設 ２基  凝集沈殿処理施設 ３基

排 水 処 理  生物処理施設 １基  凝集加圧浮上槽 １基

施 設の 種 類  活性炭処理施設 １基  熱分解処理施設 ２基

及 び 数  排水蒸留処理施設 １３基  酸化処理施設 ６基

(予備機含む)  塩素酸化処理施設 ２基  中和処理施設 １６基

 中和酸化処理施設 ５基  沈殿池 １基

 排水処理装置 １基  沈殿処理施設 ３基

 本計画では、排出水量に変更ありません。西排水口におけるCOD負荷量、窒素負荷量、り
ん負荷量の増減はありません。

（６.二塩化エチレン洗浄施設９基）

２,０４１　人

排 水 量 通　常 ３，１８９，５３０ ｍ3／日 最　大 ３，１８９，６０８　ｍ3／日

（１５－イ.廃ガス洗浄施設４基）

（１５－イ.廃ガス洗浄施設２基）

（１９.水の処理施設 １基）
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  (2)　特定施設の設置（変更）の理由及び概要

　本計画では、液体クロマトグラフ用カラム充填剤製造施設（ＭＲ設備）の増設

　　　　　のため、特定施設として、静置分離器（３３－ニ）１基を撤去し、遠心分離機

（３３－ハ）４基を更新し、新たに１基設置します。

  (3)　排水口における排出水の汚染状態及び量が減少（変わらず）の場合は理由

　本計画により、遠心分離機１基新設により、特定排出水が0.4ｍ3/日発生

　　　　　しますが、静置分離器撤去により特定排出水が0.4ｍ
3
/日減少するため、

西排水口での排水量は変わりません。
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  ２．施行規則第４条第１項の規定に関する事項

  (1)　工場又は事業場からの排水経路並びに工場又は事業場の排水口の位置及び数

ア　排水口の位置 ：添付第１図のとおり

イ　排水口の数 ：２カ所

ウ  排水系統及び水系図の略図 ：添付第２図のとおり

（ 例 ）

○○工程 　 ××排水処理施設 　 №１排水口 　  △△川　　瀬戸内海（ ◎◎湾 ）

生活排水

冷却水　  　　　　　　　　　　　№２排水口

  (2)　工場又は事業場の排水口の周辺の公共用水域について定められている水質汚濁に係る環境基

     準その他水質汚濁に係る環境保全上の目標に関する事項

ア　水質汚濁に係る環境基準

　(ｱ)　人の健康に係る環境基準

項目 ｶﾄﾞﾐｳﾑ 全シアン 鉛
六　価
クロム

砒　素 総水銀
アルキル
水　　銀

ＰＣＢ
ジクロロ
メ タ ン

基 0.003 検出さ 0.01 0.02 0.01 0.0005 検出さ 検出さ 0.02
準 mg／ℓ れない mg／ℓ mg／ℓ mg／ℓ mg／ℓ れない れない mg／ℓ
値 以下　 こと　 以下　 以下　 以下　 以下　 こと　 こと　 以下　

項目
四塩化
炭　素

1,2-ｼﾞ
ｸﾛﾛｴﾀﾝ

1,1-ｼﾞ_
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

ｼｽ-1,2-ｼﾞ
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ__

1,1,1-__
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

1,1,2-__
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

ﾄﾘｸﾛﾛ
ｴﾁﾚﾝ_

ﾃﾄﾗｸﾛﾛ
ｴﾁﾚﾝ__

1,3-ｼﾞｸ_
ﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ

基 0.002 0.004 0.1 0.04   1 0.006 0.01 0.01 0.002

準 mg／ℓ mg／ℓ mg／ℓ mg／ℓ mg／ℓ mg／ℓ mg／ℓ mg／ℓ mg／ℓ
値 以下　 以下　 以下　 以下　 以下　 以下　 以下　 以下　 以下　

項目 チウラム
シマジン
(ＣＡＴ)

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙ
ﾌﾞ(ﾍﾞﾝ_
ﾁｵｶｰﾌﾞ)

ベンゼン セレン
硝酸性窒素

及び
亜硝酸性窒素

ふっ素 ほう素
1,4-__
ｼﾞｵｷｻﾝ

基 0.006 0.003 0.02 0.01 0.01   10 0.8   1 0.05

準 mg／ℓ mg／ℓ mg／ℓ mg／ℓ mg／ℓ mg／ℓ mg／ℓ mg／ℓ mg／ℓ
値 以下　 以下　 以下　 以下　 以下　 以下　 以下　 以下　 以下　

備考　１ 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。

　　　２　「検出されないこと」とは、定められた方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回る

　　　　ことをいう。

　　　３　海域については、ふっ素及びほう素の基準は適用しない。
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　(ｲ)　生活環境に係る環境基準

徳山湾

TD-21

Ｃ、Ⅱ

水 素 イ オ ン 濃 度 7.0～8.3

生物化学的酸素要求量 －

化 学 的 酸 素 要 求 量 8以下

浮 遊 物 質 量 －

溶 存 酸 素 量 2以上

大 腸 菌 数 －

ｎ－ヘキサン抽出物質量 －

全 窒 素 0.3以下

全 燐 0.03以下

令和６年度TD-21での年平均値（令和７年度版環境白書参考資料集より）

水素イオン濃度　（ｐＨ）　：8.0

化学的酸素要求量（ＣＯＤ）：2.0 mg/ℓ

溶 酸 酸 素 量  （ＤＯ）　：8.8 mg/ℓ

全　　　窒　　　素　　　　：0.59 mg/ℓ

全　　　　　　　燐　　　　：0.028 mg/ℓ

イ　その他の水質汚濁に係る環境保全上の目標

排 出 先 の 河 川 ・ 海 域 名

環 境 基 準 点

環 境 基 準 類 型

基
　
　
準
　
　
値

（ｐＨ）　    

（ＢＯＤ）mg/ℓ

　　　　　mg/ℓ

（ＣＯＤ）mg/ℓ

（ＳＳ）　mg/ℓ

（ＤＯ）　mg/ℓ

　ＣＦＵ/100mℓ

　　　　　mg/ℓ

　　　　　mg/ℓ
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  (3)　工場又は事業場の各排水口における排出水の汚染状態の通常の値及び最大の値並びに当該排

     出水の１日当たりの通常の量及び最大の量並びに当該排出水の汚濁負荷量

区 分 

　※ 　※
 項 目 通 常 最 大 負荷量 通 常 最 大 負荷量

 水素イオン濃度

（ｐＨ）

 生物化学的酸素
 要求量（ＢＯＤ）

 化学的酸素要求 8,849 8,849 0
 量　　（ＣＯＤ） (9,350.1) (9,350.1) (0)

 浮 遊 物 質 量
（ＳＳ）

 全　　窒　　素 3,835 3,835 0
（Ｔ－Ｎ） (3,746.1) (3,746.1) (0)

 全　　　　　燐 295 295 0
（Ｔ－Ｐ） (245.6) (245.6) (0)

 水素イオン濃度

（ｐＨ）

 生物化学的酸素
 要求量（ＢＯＤ）

 化学的酸素要求 600 600 0
 量　　（ＣＯＤ） (607.3) (607.3) (0)

 浮 遊 物 質 量
（ＳＳ）

 全　　窒　　素 216 216 0
（Ｔ－Ｎ） (172.2) (172.2) (0)

 全　　　　　燐 24 24 0
（Ｔ－Ｐ） (14.1) (14.1) (0)

 化学的酸素要求
 量　　（ＣＯＤ）

 浮 遊 物 質 量
（ＳＳ）

 全　　窒　　素
（Ｔ－Ｎ）

 全　　　　　燐
（Ｔ－Ｐ）

※　負荷量（kg/日）＝最大排水量（m3/日）×通常水質（mg/ℓ）×10-3

注）表中の負荷量の（　）は、瀬戸法別紙５の負荷量の総合計。負荷量の増減比較のため記載。

仮
　
想
　
排
　
水
　
口

4,051 0

0.1 0.2 319 0.1 0.2 319 0

1.3 2.1 4,051 1.3 2.1

9,449 0

10 19 30,936 10 19 30,936 0

3.0 4.9 3.0 4.99,449

3,189,530 3,189,608 3,189,530 3,189,608

0.9 1.2

0.1 0.2 0.1 0.2

1,440 6

239,960 239,960

13 1,440 0

2.5 4.3

20

東
　
　
　
排
　
　
　
水
　
　
　
口

239,960 239,960

8.0 6.0～9.0

6 13

0.9 1.2

8.0 6.0～9.0

2.5 4.3

排 水 口
番号又は
名 　 称

3.0 5.0 3.0

西
　
　
　
排
　
　
　
水
　
　
　
口

2,949,570 2,949,648 2,949,570

8.0 6.0～9.0 8.0

0.1 0.2 0.1

1.3 2.2 1.3

10 20 29,496 10

負荷量の

増　　減

現　　　　　　状 設　置（変更）後

 排水量 ｍ３／日

 排水量 ｍ３／日

 排水量 ｍ３／日

29,496 0

2,949,648

6.0～9.0

0.2

2.2

5.0
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(4)　周辺公共用水域の水質の現況及び排出水の排出に伴い予測される周辺公共用水域の水質の変

   化の程度

ア　海　　域

採水機関名 山口県

測定点名 ＴＤ－２１（令和６年度）

項目 ＣＯＤ ＳＳ Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ ＤＯ
区分 (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ)

表 層

中 層

平 均

表 層

中 層

平 均

表 層

中 層

平 均

8.0 2.0 0.59 0.028

測定点名

項目 ＣＯＤ ＳＳ Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ ＤＯ
区分 (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ)

表 層

中 層

平 均

表 層

中 層

平 均

表 層

中 層

平 均

分析機関名 

採水年月日及び時間 水温(℃) ｐＨ

 第１回
  令和  年　 月　  日
 　　　　　  時　  分
 干満の別： 水

　
質
　
の
　
現
　
況

 第２回
  令和  年　 月　  日
 　　　　　  時　  分
 干満の別：

 第３回
  令和  年　 月　  日
 　　　　　  時　  分
 干満の別：

水温(℃) ｐＨ

 第１回
  令和  年　 月　  日
 　　　　　  時　  分
 干満の別： 水

　
質
　
の
　
現
　
況

 第２回
  令和  年　 月　  日
 　　　　　  時　  分
 干満の別：

 第３回
  令和  年　 月　  日
 　　　　　  時　  分
 干満の別：

総　　　　　平　　　　　均

将　　　来　　　水　　　質

総　　　　　平　　　　　均

将　　　来　　　水　　　質

採水年月日及び時間
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測定点名

項目 ＣＯＤ ＳＳ Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ ＤＯ
区分 (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ) (mg/ℓ)

表 層

中 層

平 均

表 層

中 層

平 均

表 層

中 層

平 均

イ　河　　川

採水年月日及び時間 水温(℃) ｐＨ

 第１回
  令和  年　 月　  日
 　　　　　  時　  分
 干満の別： 水

　
質
　
の
　
現
　
況

 第２回
  令和  年　 月　  日
 　　　　　  時　  分
 干満の別：

 第３回
  令和  年　 月　  日
 　　　　　  時　  分
 干満の別：

総　　　　　平　　　　　均

将　　　来　　　水　　　質
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ウ　その他当該水域に関する事項

  (5)　影響範囲及び予測の方法

ア　汚濁負荷用の増加の有無 （ 有・無 ）

（ただし、汚濁負荷量の増加がない場合は、イ以下は省略する。）

イ　排出水の公共用水域での影響範囲

添付第　図

ウ　予測の方法

ア）海　域

(1)　新田式 ( log(r２θ/2)＝1.226 logQ＋0.086） から求めた周辺公共用水域の外縁

までの距離（ｒ）は、 ｍです。

 　（注） θ＝  （拡散角度）

Ｑ＝ ｍ3／日（最大排出量）
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から求めた希釈率（Ｃ）は次のとおりです。

Ｃ（ ｒ ／３の地点）＝　1　－ ＝

Ｃ（２ｒ／３の地点）＝　1　－ ＝

Ｃ（　 ｒ　 の地点）＝　1　－ ＝

（注）　Ｑ0＝ ｍ3／日（最大排出量）

　 θ＝ （拡散角度）

　 ｄ＝ 2　ｍ

　 ｐ＝ 864　ｍ／日

　 ｘ＝　　　ｍ、　　　ｍ、　　　ｍ　（ｒ／３、２ｒ／３、ｒの距離）

　 Ｌ＝ （ｒの距離）

(3)　Ｓ’＝Ｓ１＋（Ｓ０－Ｓ１）・Ｃ　から将来の水質を予測すると、

（ｒ／３の地点）

Ｓ’（ＣＯＤ）＝ ＋ （ － ）× ＝

Ｓ’（ ＳＳ ）＝ ＋ （ － ）× ＝

Ｓ’（Ｔ－Ｎ）＝ ＋ （ － ）× ＝

Ｓ’（Ｔ－Ｐ）＝ ＋ （ － ）× ＝

（２ｒ／３の地点）

Ｓ’（ＣＯＤ）＝ ＋ （ － ）× ＝

Ｓ’（ ＳＳ ）＝ ＋ （ － ）× ＝

Ｓ’（Ｔ－Ｎ）＝ ＋ （ － ）× ＝

Ｓ’（Ｔ－Ｐ）＝ ＋ （ － ）× ＝

（ｒの地点）

Ｓ’（ＣＯＤ）＝ ＋ （ － ）× ＝

Ｓ’（ ＳＳ ）＝ ＋ （ － ）× ＝

Ｓ’（Ｔ－Ｎ）＝ ＋ （ － ）× ＝

Ｓ’（Ｔ－Ｐ）＝ ＋ （ － ）× ＝

(2)　ヨーゼフ・ゼンドナー式
Ｑ0 １ １

｛Ｃ＝１－ｅｘｐ（－───（ ── － ── ））｝
θｄｐ ｘ Ｌ
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イ）河　川

地点名（　　　　　　　　　　）

Ｓ’（ＣＯＤ）＝ ＝

Ｓ’（ ＳＳ ）＝ ＝

Ｓ’（Ｔ－Ｎ）＝ ＝

Ｓ’（Ｔ－Ｐ）＝ ＝

地点名（　　　　　　　　　　）

Ｓ’（ＣＯＤ）＝ ＝

Ｓ’（ ＳＳ ）＝ ＝

Ｓ’（Ｔ－Ｎ）＝ ＝

Ｓ’（Ｔ－Ｐ）＝ ＝

地点名（　　　　　　　　　　）

Ｓ’（ＣＯＤ）＝ ＝

Ｓ’（ ＳＳ ）＝ ＝

Ｓ’（Ｔ－Ｎ）＝ ＝

Ｓ’（Ｔ－Ｐ）＝ ＝

Ｓ’＝
ＳＱ＋（Ｓ0Ｑ0－Ｓ0’Ｑ0’）

から将来の水質を予測すると、
Ｑ＋（Ｑ0－Ｑ0’）
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  (5)　その他当該特定施設の設置が環境に及ぼす影響についての事前評価に関して参考となるべき

事項

　本計画による排水口における排出水量、汚濁負荷量の増加はなく、公共用水域への

影響はありません。
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沈澱池 

ＴＤ-21 

 (No.2) 
西排水口 

 (No.1) 
東排水口 

東ソー株式会社 南陽事業所配置図 

添付第１図  排水口の位置 

仮想排水口 

Ｎ 

 



　　添付第２図　用水及び排水系統図
別図８　用水及び排水の系統図

冷却その他

水道水 事務所、食堂、その他 (No.1)

東排水口
東ｿｰ･ﾌｧｲﾝｹﾑ
46-ニ

生物処理施設(NP)
46-ニ 10基 中和処理施設(N10)

活性炭処理施設

2基

回収水

発電所 臭素工場

46-イ 1基

濾液中和槽(T-932A)

その他
中和処理槽(M-5)

冷却等

27基
東ｿｰ･ﾌｧｲﾝｹﾑ、 pH調整槽(T-225)

東ｿｰ･ｼﾘｶ 濾液中和槽(T-923)

27-イ 25基

71の4 2基
東ｿｰ･ｴｽｼﾞｰｴﾑ
53-ロ

発電所排脱設備 酸化槽(A-2,A-3,A-4,A-5)

63の3 5基 6B排水処理設備

排水蒸留塔(H-2)

47-ホ 7基

47-ハ 8基 中和処理槽(H-1)

47-ロ 1基 中和酸化処理槽(H-3)

排水蒸留塔(L-2)

排水蒸留塔(E-1)

排水蒸留塔(F-1)

排水蒸留塔(F-2)

排水蒸留塔(F-3)

排水蒸留塔(KC-607)

(No.2)

塩素酸化処理施設(J-2) 西排水口

37-タ 60基

中和酸化処理槽(J-1)

排水蒸留塔(E-2) 予備(E-3)

海　水 塩素酸化処理施設(P-2)

排水蒸留塔(KC-601) 中和酸化処理施設
（Ｋプラント）排水蒸留塔(KC-602)

37-ハ 7基

37-ロ 25基
中和酸化処理施設(L-4)

37-イ 6基 AT,AT2排水処理設備

34-ハ 4基 凝集処理施設(G-1)

33-ニ [21] 20基

33-リ 16基

工業用水 33-ハ [34] 35基

凝集沈殿
脱水施設

沈
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
池

33-ロ 7基 中和酸化処理槽(R-1)

中和酸化処理施設(GT2)
中和酸化処理施設(GT4)

凝集加圧浮上槽(P-3)

34-ロ 4基 凝集沈殿槽(P-1)

総合排水処理施設
沈殿処理槽(T-410E) 74 1基
沈殿処理槽(T-810C)

27-ル 3基

27-ヌ 57基

中和処理槽(M-6)
沈殿処理槽(T-410B)

27-ロ 12基
中和処理槽(M-3)

排水蒸留塔(N-2) 中和処理槽(N-1) 中和処理槽(No.3)

中和処理槽(M-7)
中和処理槽(M-4)

中和処理槽(M-1) 中和処理槽(M-2)

[　]変更前

27-イ 28基

排水蒸留塔(N-4)
中和処理槽(No.4)

排水蒸留塔(N-3)


